
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付 

審査請求人 審査庁（総務局法制課） 処分庁 

審査請求書を提出 

審理員指名の通知 審理員指名の通知 

 審査請求書 

審理員 

審査請求書の審査 

補正命令 

補正 

弁明書の提出依頼 

弁明書を提出 
弁明書の送付 

反論書の提出依頼 

反論書を提出 

反論書の送付 

審理手続の終結 

審理員意見書の提出 

審理手続終結の通知 

 反論書 

 弁明書 

行政不服審査会への諮問 

横浜市行政不服審査会 

 答申 

諮問の通知 

審理員意見書（写し） 

答申の写しの送付 

裁 決 

 裁決書 裁決書（謄本）の送付 裁決書（謄本）の送付 

審理手続 

審理員の指名 

弁明書に対する反論が必要

な場合には、指定期限まで

に提出してください。 

諮問の通知 

審理員意見書（写し） 

横浜市総務局ガバナンス推進室法制課 
〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

電話 045（671）3927  FAX 045（664）5484 

注意：上記の流れは、審査庁が横浜市長となる場合です。情報公開

の不開示決定に対する審査請求などは、手続の流れが上記と

異なります。詳しくは、処分をした担当課にお問い合わせく

ださい。 

諮問手続 

処分に対する審査請求の流れ 

添付書類 

諮
問
手
続
が
不
要
な
場
合 

審理手続の終結までに、証拠書類・

証拠物の提出、口頭意見陳述の申立

て、提出書類等の閲覧・交付の求め

等ができます。 

審査請求書は、処分庁（所管

課）を通じて提出すること

もできます。 

審理手続終結の通知 


